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第１章 実習到達度の理論 

 

第１節 カリキュラムの枠組み（フレームワーク）と目標資質能力の 

設定について 

 

 奈良教育大学教職大学院は、本頁上の図のようにスタート時点「４つの教師像」を掲げ、

それに基づいて、目標資質能力（教師像ごとに４レベルの階層を持つ）を描き、各カリキ

ュラムの枠

組み（カリ

キュラムフ

レームワー

ク）を定め

て、この２

年間取組ん

できた。 

 学部や他

学部の教職

課程の学び

の成果を、

４つの教師

像という軸

で総合的・

螺旋的に課

題に即して

生かしてい

く仕組みを

描いてきた。 

しかしな

がら、２年

間の取組を

通じて、 

下図のよう

に、コア・

スタンダー

ドを定め、

教職院実習

評価基準と

関連付けて

全体イメージ（22年度から）

教職大学院 コア・スタンダード４

本学；学部:７つの目標資質能力基準 他学部の教職課程修了規準：教免法

１．授業・教科指導の
専門家として教師

３．スクール・リーダー
としての教師

教職院実習評価基準
（ストレート授業力含む）

学部実習評価規準

教職実践演習規準

専門性を持った教師

２．生徒指導・カウンセリング
の専門家として教師

課題研究の評価基準
現職用実習・授業力規準

1年目修了時点の達成者のみ

スレショールドから
アドバンストまで

５レベル

3年，4年プログラム学生の入り口指導

レベル１からレベ
ル４まで４レベル

全体イメージ（20-21年度から）

本学；学部:７つの目標資質能力基準 他学部の教職課程修了規準：教免法

１．計画者・授業者
としての教師

４．リーダー・調整役
としての教師

教職院実習評価基準
（ストレート授業力含む）

学部実習評価規準

教職実践演習規準

専門性を持った教師

３．カウンセラー
としての教師

課題研究の評価基準現職用実習・授業力規準

ベーシックからア
ドバンストまで
４レベル

3年，4年プログラム学生の入り口指導

２．教科の専門性
に強い教師
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授業力にポイントを置いた指導をさらに強化し、それを３つの教師像をピークとした指導

に生かしていく方式に切り替えることにした。 

 次に履修に関わって、当初、修了要件は、院生がこの教師像に基づく目標資質能力の獲

得のためにデザインされた各科目の履修で評価（評定）を得る。それを最終的には、学位

研究報告書に、獲得した資質能力目標をエビデンスで示し、修了の合否を問う形をデザイ

ンしていた。しかしながら実際に運用を始めると、上図のように、現職院生は、A 履修スタ

イル（最初から目的を決めてきて、それに基づいて、各講義・演習なども履修）を取って

いた。その

ため、スト

レート院生

に も 、 講

義・演習・

実習等を通

して、研究

テーマを決

めて関連付

けていく B

履修スタイ

ルをとるよ

うに、課題

研究をベー

スとした指

導を取りが

ちになった。 

 しかしな

がらストレ

ート院生の

場合、授業

力と関連し

ない別なテ

ーマが選ば

れた場合、

教育学修士

とあまり変

わらない指

導スタイル

が問題とさ

れることも

あった。そこで下図のように、３つの修了スタイルモデルを最初に説明し、一番適した修

各科目の履修と学位研究報告書の関係とフレームワークの関係

授業力基礎演習

授業力応用演習
講義

フィールドベース演習

実習

課題研究

コア・スタンダード 各教師像スタンダード

学位研究報告書
ベストワークポーフォリオ

タイトル
教職院実習評価基準

カリキュラムフレームワーク（各科目の役割・位置づけを示すもの）

A:修了スタイル

修了の「合否」が問われる

修了の要件は各科目の履修・評定結果に従う．各科目はスタンダードを参考
にし，より具体的な到達目標（中核），方向目標を示し，教育責任を果たす

ストレート用（実践Ⅲまで達成可能な到
達目標ベース評価方式，実践Ⅳはキー
ワードを用いた複合総括評価方式）
現職用（キーワードを用いた複合総括評
価方式）

1年目修了時
点に実践Ⅲ
の基準達成
が優以上の
者は，より密
接

B:修了スタイル

C:修了スタイル

22年度から

各科目の履修と学位研究報告書の関係とフレームワークの関係

授業力ベーシック

授業力アドバンスト
講義

フィールドベース演習

実習

課題研究

各教師像スタンダード

学位研究報告書
ベストワークポーフォリオ

タイトル
教職院実習評価基準

カリキュラムフレームワーク（各科目の役割・位置づけを示すもの）

A:修了スタイル

修了の「合否」が問われる

修了の要件は各科目の履修・評定結果に従う．各科目はスタンダードを参考
にし，より具体的な到達目標（中核），方向目標を示し，教育責任を果たす

B:修了スタイル

C:修了スタイル

20-21

年度
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了へのアプローチを選ばせるように工夫をすることとなった。 

 それでは、実際に、目標資質能力の獲得を目指すカリキュラムの枠組（フレームワーク）

をどのように変更したかを以下説明していく。 

 まず出発当初は先にも述べたように、４つの教師像をベースに力の獲得を目指すカリキ

ュラムデザインをしていた。例えば、本学の学部の７つのスタンダードを、院生がそれぞ

れ選択する４つの教師像の学びの中で、場面や課題に応じて生かしていく、総合的、また

軸は異なるが螺旋的な学びを生かす形でデザインしていた。 

 しかしな

がら運用を

始めると、

とりわけス

トレート院

生の場合は、

学部や他学

部の教職課

程で身につ

けた力が授

業力の部分

でうまく引

き出せない

問題とぶつ

かった。そ

のため、下

図のように

コア・スタ

ンダードを

新たに立て、

学部までの

学びを意識

化させる試

みや、２章

で詳細に述

べる実習評

価基準と緊

密に連動さ

せて導くダ

ブル・スタ

ンダードの

デザイン設

計に変更を行った。 

学部の規準とコア・スタンダード4の関係
• 教職大学院
• １．教師としての使命感，
向上心，職能成長力

• ２．学校教育の課題把
握・情報収集力，マ
ネージメント力

• ３．子ども理解力，生徒
指導・学級経営力

• ４．授業設計・授業方
法・授業評価力

• 学部【７つの目標資質能力基準】

• １ 学校教育の課題把握

– 教育の目的・歴史，人権，さらには教育や学校に関する法
令などを理解し，現代的な教育課題を把握できる。

• ２ 教科・領域に関する基礎的知識と教育実践への具体化

– 学校，中学校の教科内容とその系統性を理解し，教育実
践に活用することができる。

• ３ 情報活用能力

– 主な情報機器を利用し，獲得した情報を教育活動に具体
化できる。

• ４ 授業力

– ４.１ 学習設計

• 学習指導計画立案に関する基本的事項を理解し，児童・
生徒の発達段階に応じて作成することができる。

– ４.２ 学習指導

• 多様な指導方法を理解し，児童・生徒の発達段階に応じ
た指導をすることができる。

– ４.３ 学習評価

• 多様な評価方法を理解し，児童・生徒の発達段階に応じ
て用いることができる。

• ５ 児童・生徒理解と教育実践への具体化

– 児童・生徒の身体的・認知的・情意的発育・発達に関する
基礎的内容を理解し，教育実践に具体化できる。

• ６ 学校と地域社会との連携

– 学校の組織的な教育活動や経営活動，地域の教育活動な
どに関わることの重要性を理解し，教育活動に生かすこと
ができる。

• ７ 職能成長

– 教師の仕事や役割，責任を自覚した上で，教師として自己
成長する意味とその方法を理解し，自ら実践することがで
きる。

3つの教師像

学部の規準と教師像の関係
• 教職大学院

• １．計画者・授業者とし
ての教師

• ２．教科の専門性に強
い教師

• ３．カウンセラーとして
の教師

• ４．リーダー・調整役と
しての教師

• 学部【７つの目標資質能力基準】

• １ 学校教育の課題把握

– 教育の目的・歴史，人権，さらには教育や学校に関する法
令などを理解し，現代的な教育課題を把握できる。

• ２ 教科・領域に関する基礎的知識と教育実践への具体化

– 学校，中学校の教科内容とその系統性を理解し，教育実
践に活用することができる。

• ３ 情報活用能力

– 主な情報機器を利用し，獲得した情報を教育活動に具体
化できる。

• ４ 授業力

– ４.１ 学習設計

• 学習指導計画立案に関する基本的事項を理解し，児童・
生徒の発達段階に応じて作成することができる。

– ４.２ 学習指導

• 多様な指導方法を理解し，児童・生徒の発達段階に応じ
た指導をすることができる。

– ４.３ 学習評価

• 多様な評価方法を理解し，児童・生徒の発達段階に応じ
て用いることができる。

• ５ 児童・生徒理解と教育実践への具体化

– 児童・生徒の身体的・認知的・情意的発育・発達に関する
基礎的内容を理解し，教育実践に具体化できる。

• ６ 学校と地域社会との連携

– 学校の組織的な教育活動や経営活動，地域の教育活動な
どに関わることの重要性を理解し，教育活動に生かすこと
ができる。

• ７ 職能成長

– 教師の仕事や役割，責任を自覚した上で，教師として自己
成長する意味とその方法を理解し，自ら実践することがで
きる。
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 コア・スタンダードは、上図のように４つの目標と５つのレベルに分かれてあり、学部

までの学びとこれからの教師像での学びを媒介し、教師にとってコアとして必要となるこ

とを示したものである。院生は、入学当初、自分は現在この４つのコアのそれぞれにおい

てどこに立ち（どこまで獲得しているかを確かめる）、どこを目指すかを明確にして、つま

り出発点とゴールを明確にして履修に臨むことが指導される。また、このコア・スタンダ

ードは、授業力と密接に関わり（このたび開発した教職院実習評価基準といくらかオーバ

ー ラ ッ プ

している）、

そ の 習 得

を 確 か め

ながら、学

ぶ 指 導 が

な さ れ る

よ う に デ

ザ イ ン さ

れている。 

 １ つ の

指 標 と し

て、ストレ

ー ト 院 生

は、スレシ

ョ ー ル ド

か ら ス タ

ン ダ ー ド

ま で の 獲

得 を 必 修

とし、現職

院 生 は ス

タ ン ダ ー

ド か ら エ

キ ス パ ー

ト の 獲 得

を こ の コ

ア・スタン

ダ ー ド に

お い て は

目 指 す こ

とにした。 

な お 前

頁 の 下 図

コア・スタンダード（レベル別）
ス レ シ ョ ー ル ドベ ー シ ッ ク ス タ ン ダ ー ド ア ド バ ン ス ト エ キ ス パ ー ト

（ Ｃ １ ） 教
師 と し て
の 使 命
感 ・ 向 上
心 ・ 職 能
成 長 力

教 師 と し て の 責
任 ・ 使 命 感 に 気
づ き ， そ れ を 言
葉 で 表 現 で き る 。
自 己 成 長 を す る
た め に 向 上 心 の
重 要 さ を 感 じて
いる。

教師としての責
任・使命・職能成
長とは何か，基礎
的な事例を通して
その内容・意味を
理解している。

教師としての責
任・使命感につ
いて，客観化し
て述べることが
できる。また教
師としての自己
成長の方法を
知っている。

教師としての責
任・使命感を果た
すための方法を，
行動事例を携えて
伝えることができ
る。 教師としての
自己成長の方法を
語ることができる。

同僚や実習生の
教師としての責
任・使命感を評価
し，改善点を指摘
することができる。
教師としての自己
成長の姿を示すこ
とができる。

（Ｃ２）学
校教育の
課題把
握・情報
収集力,

マネージ
メント力

学校教育に様々
な課題があるこ
とに気づいてい
る。

学校教育の課題
を把握・情報収集
できる効果的な
方法を知っている。

学校教育の課題
の情報収集を効果
的にできる。

また同僚・保護者・
地域との連携の重
要さを理解してい
る。

学校教育の課題
や情報を整理し,

同僚に伝えること
ができる。

同僚・保護者・地
域との連携の方法
を理解している。

学校教育の課題・
情報を学校経営に
関係付け，整理す
る基礎的な知識を
獲得している。ま
た関与する方法を
知っている。

（Ｃ３）子
ども理解
力・生徒
指導・学
級経営力

児童・生徒理解，
及び学級経営の
重要性・必要性
に気づいている。

児童・生徒理解，
及び学級経営の
基礎的な方法を
知っている。

児童・生徒理解，
及び学級経営の
基礎的な方法を
知っており，それを
使うことができる。

児童・生徒理解，
及び学級経営の
基礎的な方法を同
僚に伝えられる。

児童・生徒理解，
及び学級経営に
関わってモデルを
同僚に示すことが
できる。

（Ｃ４）授
業設計・
授業方
法・授業
評価力

授業設計・授業
方法・授業評価
の重要性・必要
性に気づいてい
る。

授業設計・授業
方法・授業評価で
必要となる基礎
的な知識を獲得
している。

授業設計・授業方
法・授業評価で必
要となる基礎的な
知識を活用するこ
とができる。

授業設計・授業方
法・授業評価で必
要となる基礎的な
方法を同僚に伝え
ることができる。

授業設計・授業方
法・授業評価に関
わってモデルを同
僚に示すことがで
きる。

教師像スタンダード（20-21年度）

4.1.教育課程の編成に関
わって、ねらいや課題を整理
し、どのような取り組みがど
のような成果と課題を持つか
を実践的に理解でき、教育課
程編成に取り組める。

4.2.校内及び校外における
学習の人的ネットワーク作り
をリードできる。

4.3.校内や地域の教育委員
会等での現職研修に関わっ
て、そのプログラムを計画し
たり、アドバイスしたり、組織
したりできる。

4.4.成果をあげている実践や
研究成果などの情報を集め、
校内や校外へ情報を発信で
きる。

3.1.学級の児童・生徒にカウ
ンセリングマインドを持って接
する方法や、個別の相談に
応じる技法を知っており、そ
れを計画的に学級経営や授
業実践に組み込むことができ
る。

3.2.何らかの生徒指導上の
諸問題で話し合う必要が生じ
た保護者と、話し合いで解決
していく方法を知っており、ま
た、組織的に対応して行く方
法を知っている。

3.3.教育実習生、新任教員
のメンター教師としてメンター
リングができる。

3.4.同僚に対するメンターリ
ングができる。

2.1.少なくとも１つは教科の
専門性を持ち、常に最新の
内容と教育方法を獲得する
術（情報源の認知と情報収集
の方法）を知っており、それを
授業の中で発揮できる。

2.2.質の高い、使いやすい教
材を開発できる。また開発の
方法を言語化でき、それを同
僚に説明・紹介できる。

2.3.教科・領域・特別活動に
関して義務教育の9年間を見
通したカリキュラムモデルが
作れる。

2.4.教科・領域・特別活動の
指導に関わって研究授業が
でき、校内・校外の教科指導
に関するメンターリングがで
きる。

1.1.目指すべき理念を持ち、
それを焦点化して言葉で効
果的に表現できる。

1.2.目的の達成に向けた多
様な教育（授業）方略を立て
ることができる。

1.3.生徒理解、生徒の学力
評価、生徒指導の多様な方
法（とりわけ集団作りを中心
とした生徒指導）を知っており、
それを授業実践に組み込む
ことができる。

1.4.多様な授業方法（ITの効
果的な活用含む）を知ってお
り、生徒の成績向上に関わっ
てその成果が出せる。

1.5.計画に対する評価の方
法が明確で（言語化でき）、モ
デル授業が示せる。

1.6.生徒、保護者、同僚にも
自分の指導の方針や進め方
についてわかりやすく説明で
きる。

教師像４：リーダー・調整役と
しての教師

教師像３：カウンセラーとして
教師

教師像２：教科の専門性に強
い教師

教師像１：計画者・授業者とし
ての教師
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は、これまでの教師像スタンダードを示しており、コア・スタンダードと重なる点もある

ことが読み取れると思われる。入学以前の学びと新たな大学院の学びを媒介し、授業力強

化を意識して、あえてコア・スタンダードを切り出した変更を行った。 

 一方、この頁の上図は、2010（平成 22）年度から展開予定の新しい教師像スタンダード

を示している。以前は４つあったスタンダードを、３つの教師像に変更している。これは、

出発当初、教師像１の計画者・授業者としての教師は、全科対応の小学校教師（志望）を

意識し、教

師像２の教

科の専門性

に強い教師

は、中高等

学校の教師

（志望）の

ニーズを意

識しデザイ

ンをしてい

た。しかし

ながら実際

に運用を始

めると、教

師像の１と

２は区別し

にくく、院

生も選択し

ずらい、両

方と関連す

るという声

があった。

そのため今

回の改訂で

は、教師像

１と教師像

２を１つに

し、全体と

して３つの

教師像へ変

更を行った。 

 したがっ

て新教師像

１は下図の

教師像スタンダード７（22年度から）
１．授業・教科指導の専門家として

教師
２．生徒指導・カウンセリングの専門

家として教師
３．スクール・リーダーとしての教師

1.1.少なくとも１つは教科の専門性
を持ち，常に最新の教科・領域内容
と教育方法を知っており，それを授
業の中で発揮できる。

1.2.質の高い，使いやすい教材を開

発できる。

1.3.児童・生徒に関する情報（学力・

人間関係・性格特性・特別なニー
ズ）を知っており，それを授業実践に
組み込むことができる。

1.4.目的の達成に向けた多様な教
育（授業）方略を立てることができ，
それを実際に遂行できる。

1.5.計画に対する評価の方法を知っ
ており，それを実際に遂行できる。

1.6.生徒，保護者，同僚に自分の指

導の方針や進め方についてわかり
やすく説明できる。

1.7.教科・領域・特別活動に関してカ
リキュラムモデルが作れる。

2.1.学校カウンセリングに関して基
礎的な知識を獲得しており，関連す
る情報の取得方法を知っている。

2.2.学級の児童・生徒にカウンセリ

ングマインドを持って接する基礎的
な方法や，個別の相談に応じる基礎
的な技法を知っている。

2.3.児童・生徒指導を進路指導や
キャリア教育と関わって考える基礎
的な知識を獲得している。

2.4.カウンセリングの手法を用いた
効果的な学級経営の方法を知って
おり，それを計画的かつ柔軟に学級
経営に組み込んでいくことができる。

2.5.何らかの生徒指導上の諸問題

で話し合う必要が生じた保護者等と，
話し合いで解決していく方法（他機
関との連携，及び組織的対応の方
法についても）を知っている。

2.6.同僚にカウンセリングマインドを

持って接する方法や，個別の相談に
応じる技法を知っている。

2.7.すくなくとも1事例は学校カウン

セリングの知識を活用した，問題に
対する対応が設計できる。

3.1.少なくとも１つの校種の全学年
を見通した教育課程の編成に関
わって，ねらいや課題を整理し，ど
のような取り組みがどのような成果
と課題を持つか知っており，教育課
程を編成することができる。

3.2.教科・領域・特別活動の指導に

関わって自ら研究授業でモデルを示
し，校内の教員研修をリードできる。

3.3.教育実習生，新任教員のメン

ター教師としてメンターリングができ
る。

3.4.成果をあげている実践や研究成
果などの情報を集め，校内や校外
へ情報を発信できる。

3.5.校内及び校外における学習の

人的ネットワーク作りをリードできる。

3.6.学校教育目標の達成に向け，

組織としての取組の在り方（学校経
営とも関わって）を企画できる（参画
力）。

3.7. 外部（保護者・地域・教育委員
会など）との連携，折衝の方法を
知っている。

新教師像１と旧教師像１・２の関係

2.1.少なくとも１つは教科の専門性を持ち、
常に最新の内容と教育方法を獲得する術
（情報源の認知と情報収集の方法）を知っ
ており、それを授業の中で発揮できる。

2.2.質の高い、使いやすい教材を開発で
きる。また開発の方法を言語化でき、それ
を同僚に説明・紹介できる。

2.3.教科・領域・特別活動に関して義務教
育の9年間を見通したカリキュラムモデル
が作れる。

2.4.教科・領域・特別活動の指導に関わっ
て研究授業ができ、校内・校外の教科指
導に関するメンターリングができる。

1.1.目指すべき理念を持ち、それを焦点化
して言葉で効果的に表現できる。

1.2.目的の達成に向けた多様な教育（授
業）方略を立てることができる。

1.3.生徒理解、生徒の学力評価、生徒指
導の多様な方法（とりわけ集団作りを中心
とした生徒指導）を知っており、それを授業
実践に組み込むことができる。

1.4.多様な授業方法（ITの効果的な活用
含む）を知っており、生徒の成績向上に関
わってその成果が出せる。

1.5.計画に対する評価の方法が明確で
（言語化でき）、モデル授業が示せる。

1.6.生徒、保護者、同僚にも自分の指導
の方針や進め方についてわかりやすく説
明できる。

1.1.少なくとも１つは教科の専門性
を持ち，常に最新の教科・領域内容
と教育方法を知っており，それを授
業の中で発揮できる。

1.2.質の高い，使いやすい教材を開

発できる。

1.3.児童・生徒に関する情報（学力・
人間関係・性格特性・特別なニー
ズ）を知っており，それを授業実践に
組み込むことができる。

1.4.目的の達成に向けた多様な教

育（授業）方略を立てることができ，
それを実際に遂行できる。

1.5.計画に対する評価の方法を知っ

ており，それを実際に遂行できる。

1.6.生徒，保護者，同僚に自分の指

導の方針や進め方についてわかり
やすく説明できる。

1.7.教科・領域・特別活動に関してカ

リキュラムモデルが作れる。

旧教師像２：

教科の専門性に強い教師

旧教師像１：

計画者・授業者としての教師

教師像１：

授業・教科指導の専門家として教師

コア・スタン
ダード1へ

新教師像３のス
タンダード３．２
へ
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ように旧教師像１と２を矢印に示したように関連付け再編成を行った。 

 また新教師像についても、４つのレベルを設け、コア・スタンダード同様に、自分の出

発点の位置と目指すゴールの姿を明確にし、履修に望むように指導することとした。 

 コア・スタンダードの場合は、①スレショールド（気づいている、感じている）、②ベー

シック（知っている、理解している）、③スタンダード（知っていることを活用できる）、

④アドバンスト（人に語れる、説明できる）⑤エキスパート（モデルを行動で示せる）と

いった５つ

のレベルを

基本的な視

点としてデ

ザインして

いる。各教

師像のスタ

ンダードも、

似たコンセ

プトで４つ

のレベルで

デザインし、

①レベル１

（知ってい

る）、②レベ

ル２（基礎

的な知識を

活 用 で き

る）、③レベ

ル３（課題

や場面に応

じて必要な

知識を選択

でき活用で

きる）、④レ

ベル４（モ

デルを行動

で示せ、人

に語れる）

としている。 

 次に下図

は、新教師

像２と旧教

師像３の関

新教師像１スタンダード（レベル）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

1.1.少なくとも１つは教科の

専門性を持ち，常に最新の
教科・領域内容と教育方法
を知っており，それを授業の
中で発揮できる。

少なくとも１つは教科の専門
性を持ち，常に最新の教科・
領域内容と教育方法を知っ
ている．

少なくとも１つは教科の専門
性を持ち，常に最新の教科・
領域内容と教育方法を知っ
ており，それを授業の中に1

部でも組み込める。

少なくとも１つは教科の専門
性を持ち，常に最新の教科・
領域内容と教育方法を知っ
ており，それを授業の中で
発揮できる。

少なくとも１つは教科の専門
性を持ち，常に最新の教科・
領域内容と教育方法を知っ
ており，それを同僚に授業を
通して示すことができる。

1.2.質の高い，使いやすい

教材を開発できる。
教材開発の基礎的な知識を
獲得している。

質の高い，使いやすい教材
開発ために必要な知識を獲
得している。

少なくとも1つは質の高い，

使いやすい教材開発ができ
る。

質の高い，使いやすい教材
開発ができ，その方法を同
僚に説明できる。

1.3.児童・生徒に関する情報

（学力・人間関係・性格特
性・特別なニーズ）を知って
おり，それを授業実践に組
み込むことができる。

児童・生徒に関する情報（学
力・人間関係・性格特性・特
別なニーズ）を集める基礎的
な方法を知っている。

児童・生徒に関する情報（学
力・人間関係・性格特性・特
別なニーズ）を集める基礎的
な方法を知っており，それを
授業実践の中に1部でも組

み込める。

児童・生徒に関する情報（学
力・人間関係・性格特性・特
別なニーズ）を集める効果的
な方法を知っており，それを
授業実践に組み込むことが
できる。

児童・生徒に関する情報（学
力・人間関係・性格特性・特
別なニーズ）を集める効果的
な方法を知っており，それを
授業実践で同僚に示し，説
明できる。

1.4.目的の達成に向けた多

様な教育（授業）方略を立て
ることができ，それを実際に
遂行できる。

目的の達成に向けた教育
（授業）方略を少なくとも２つ
は立てることができる．

目的の達成に向けた教育
（授業）方略を少なくとも２つ
は立てることができ，それを
実際に遂行できる。

目的の達成に向けた多様な
教育（授業）方略を立てるこ
とができ，それを実際に遂行
できる。

目的の達成に向けた多様な
教育（授業）方略を立てるこ
とができ，それを同僚に説明
できる。

1.5.計画に対する評価の方

法を知っており，それを実際
に遂行できる。

計画に対する評価の基礎的
な方法を知っている．

計画に対する評価の基礎的
な方法を知っており，それを
実際に遂行できる。

計画に対する評価の効果的
な方法を知っており，それを
実際に遂行できる。

計画に対する評価の効果的
な方法を知っており，それを
同僚に説明できる。

1.6.生徒，保護者，同僚に自

分の指導の方針や進め方に
ついてわかりやすく説明でき
る。

生徒，保護者，同僚に自分
の指導の方針や進め方につ
いて説明する方法を知って
いる。

生徒，保護者，同僚に自分
の指導の方針や進め方につ
いて説明できる。

生徒，保護者，同僚に自分
の指導の方針や進め方につ
いてわかりやすく説明できる。

生徒，保護者，同僚に自分
の指導の方針や進め方につ
いてわかりやすく説明する
方法について同僚に説明で
きる。

1.7.教科・領域・特別活動に

関してカリキュラムモデルが
作れる。

教科・領域・特別活動に関し
てカリキュラムモデルが作る
基礎的な方法を知っている。

少なくとも１つ教科・領域・特
別活動に関してカリキュラム
モデルが作れる。

教科・領域・特別活動に関し
て効果的なカリキュラムモデ
ルが作れる。

教科・領域・特別活動に関し
て効果的なカリキュラムモデ
ルの作成方法について同僚
に説明できる。

新教師像２と旧教師像３の関係

3.1.学級の児童・生徒にカウンセリングマインドを持って接する
方法や、個別の相談に応じる技法を知っており、それを計画的
に学級経営や授業実践に組み込むことができる。

3.2.何らかの生徒指導上の諸問題で話し合う必要が生じた保
護者と、話し合いで解決していく方法を知っており、また、組織
的に対応して行く方法を知っている。

3.3.教育実習生、新任教員のメンター教師としてメンターリング
ができる。

3.4.同僚に対するメンターリングができる。

2.1.学校カウンセリングに関して基礎的な知識を獲得

しており，関連する情報の取得方法を知っている。

2.2.学級の児童・生徒にカウンセリングマインドを持っ

て接する基礎的な方法や，個別の相談に応じる基礎
的な技法を知っている。

2.3.児童・生徒指導を進路指導やキャリア教育と関

わって考える基礎的な知識を獲得している。

2.4.カウンセリングの手法を用いた効果的な学級経営
の方法を知っており，それを計画的かつ柔軟に学級
経営に組み込んでいくことができる。

2.5.何らかの生徒指導上の諸問題で話し合う必要が
生じた保護者等と，話し合いで解決していく方法（他機
関との連携，及び組織的対応の方法についても）を
知っている。

2.6.同僚にカウンセリングマインドを持って接する方法

や，個別の相談に応じる技法を知っている。

2.7.すくなくとも1事例は学校カウンセリングの知識を

活用した，問題に対する対応が設計できる。

旧教師像３：

カウンセラーとしての教師

新教師像２：

生徒指導・カウンセリングの専門家として教師

新教師像３の
スタンダード３．３．へ
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係を表している。 

 新教師像３は、生徒指導とカウンセリングについての基本についてその基礎知識をしっ

かりおさえること、さらにその活用へ向けて力を付けることをモチーフに４つの目標を７

つに細分化した。また、従来から旧教師像４（新教師像３）と重なっていた部分は、そち

らに異動させることにした。 

 レベルの表記については、本頁上図のように先に述べた新教師像１と同じようなコンセ

プトで４つ

に書き分け

ている。 

 そして新

教師像を選

んだ院生が、

その関心に

沿って、カ

リキュラム

フレームワ

ークに記さ

れた関連す

る講義等を

受講し、そ

れを課題研

究などにま

とめていけ

るように工

夫を施した。

その場合も

やはり先に

も述べたよ

うに出発点

と目指すゴ

ールを明確

にして履修

に臨むよう

に指導がな

される仕組

みになって

いる。 

 最後に、

下図は、新

教師像３と

新教師像２スタンダード（レベル）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

2.1.学校カウンセリングに関

して基礎的な知識を獲得し
ており，関連する情報の取
得方法を知っている。

学校カウンセリングに関して
基礎的な知識を獲得してい
る，

学校カウンセリングに関して
基礎的な知識を獲得してお
り，関連する情報の取得方
法を知っている。

学校カウンセリングに関して
必要な知識を獲得しており，
関連する情報の取得方法を
知っている。

学校カウンセリングに関して
基礎的な知識や関連する情
報の取得方法を同僚に説明
できる。

2.2.学級の児童・生徒にカウ

ンセリングマインドを持って
接する基礎的な方法や，個
別の相談に応じる基礎的な
技法を知っている。

学級の児童・生徒にカウン
セリングマインドを持って接
する基礎的な方法を知って
いる。

学級の児童・生徒にカウン
セリングマインドを持って接
する基礎的な方法や，個別
の相談に応じる基礎的な技
法を知っている。

学級の児童・生徒にカウン
セリングマインドを持って接
する必要な方法や，個別の
相談に応じる基礎的な技法
を知っている。

学級の児童・生徒にカウン
セリングマインドを持って接
する必要な方法や，個別の
相談に応じる基礎的な技法
を同僚に説明できる。

2.3.児童・生徒指導を進路

指導やキャリア教育と関
わって考える基礎的な知識
を獲得している。

児童・生徒指導を進路指導
やキャリア教育と関わって考
える意味や意義を知ってい
る。

児童・生徒指導を進路指導
やキャリア教育と関わって考
える基礎的な知識を獲得し
ている。

児童・生徒指導を進路指導
やキャリア教育と関わって考
える必要な知識を獲得して
いる。

児童・生徒指導を進路指導
やキャリア教育と関わって考
える必要な知識を同僚に説
明できる。

2.4.カウンセリングの手法を

用いた効果的な学級経営の
方法を知っており，それを計
画的かつ柔軟に学級経営に
組み込んでいくことができる。

カウンセリングの手法を用い
た基礎的な学級経営の方法
を知っている。

カウンセリングの手法を用い
た学級経営の基礎的な方法
を知っており，それを計画的
かつ柔軟に学級経営に組み
込んでいくことができる。

カウンセリングの手法を用い
た必要な学級経営の方法を
知っており，それを計画的か
つ柔軟に学級経営に組み込
んでいくことができる。

カウンセリングの手法を用い
た必要な学級経営の方法を
同僚に説明できる。

2.5.何らかの生徒指導上の

諸問題で話し合う必要が生
じた保護者等と，話し合いで
解決していく方法（他機関と
の連携，及び組織的対応の
方法についても）を知ってい
る。

生徒指導上の諸問題で話し
合う必要場面を事例を通し
ていくつか知っている。

何らかの生徒指導上の諸問
題で話し合う必要が生じた
保護者と，話し合いで解決し
ていく基礎的な方法（他機関
との連携、及び組織的対応
の方法についても）を知って
いる。

何らかの生徒指導上の諸問
題で話し合う必要が生じた
保護者と，話し合いで解決し
ていく必要な方法（他機関と
の連携、及び組織的対応の
方法についても）を知ってい
る。

何らかの生徒指導上の諸問
題で話し合う必要が生じた
保護者と，話し合いで解決し
ていく必要な方法（他機関と
の連携、及び組織的対応の
方法）を同僚に説明できる。

2.6.同僚にカウンセリングマ

インドを持って接する方法や，
個別の相談に応じる技法を
知っている。

同僚にカウンセリングマイン
ドを持って接する基礎的な
方法を知っている。

同僚にカウンセリングマイン
ドを持って接する基礎的な
方法や，個別の相談に応じ
る基礎的な技法を知ってい
る。

同僚にカウンセリングマイン
ドを持って接する必要な方
法や，個別の相談に応じる
必要な技法を知っている。

同僚にカウンセリングマイン
ドを持って接する必要な方
法や，個別の相談に応じる
必要な技法を同僚に説明で
きる。

2.7.すくなくとも1事例は学校

カウンセリングの知識を活用
した，問題に対する対応が
設計できる。

学校カウンセリングの知識
を問題に対して関連付けて
対応している事例を知って
いる。

学校カウンセリングの知識
を活用した，問題に対する
対応を１つ設計できる。

学校カウンセリングの知識
を活用した，問題に対する
効果的な対応を１つ設計で
きる。

学校カウンセリングの知識を
活用した，問題に対する効
果的な対応を同僚に説明で
きる。

新教師像３と旧教師像４の関係

4.1.教育課程の編成に関わって、ねらいや課題を整理し、どの
ような取り組みがどのような成果と課題を持つかを実践的に理
解でき、教育課程編成に取り組める。

4.2.校内及び校外における学習の人的ネットワーク作りをリード
できる。

4.3.校内や地域の教育委員会等での現職研修に関わって、そ
のプログラムを計画したり、アドバイスしたり、組織したりできる。

4.4.成果をあげている実践や研究成果などの情報を集め、校内
や校外へ情報を発信できる。

3.1.少なくとも１つの校種の全学年を見通した教育課程の編成
に関わって，ねらいや課題を整理し，どのような取り組みがどの
ような成果と課題を持つか知っており，教育課程を編成すること
ができる。

3.2.教科・領域・特別活動の指導に関わって自ら研究授業でモ
デルを示し，校内の教員研修をリードできる。

3.3.教育実習生，新任教員のメンター教師としてメンターリング
ができる。

3.4.成果をあげている実践や研究成果などの情報を集め，校内
や校外へ情報を発信できる。

3.5.校内及び校外における学習の人的ネットワーク作りをリード
できる。

3.6.学校教育目標の達成に向け，組織としての取組の在り方
（学校経営とも関わって）を企画できる（参画力）。

3.7. 外部（保護者・地域・教育委員会など）との連携，折衝の方
法を知っている。

旧教師像４：

リーダー・調整役としての教師としての教師

新教師像３：

スクール・リーダーとしての教師
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旧教師像４

との関係を

示している。

新教師像３

はスクール

リーダの養

成を意識し

ているため、

旧教師像１

と２と３の

リーダー養

成と関わっ

ていた部分

を全てこち

らに集約す

る形でデザ

インを行っ

た。またスクールリーダとして求められる力に関わって、２年間の取組の中でより明らか

になったことを盛り込み、旧教師像４では４つの目標を、７つに拡張している。 

 現在（2010（平成 22）年２月現在）、下図に示したカリキュラムフレームワークを新たな

コアスタンダードと３つの教師像に合わせて修正を行い、各科目の位置づけをより明確に

するように試みている。 

新教師像３スタンダード（レベル）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

3.1.少なくとも１つの校種の

全学年を見通した教育課
程の編成に関わって，ねら
いや課題を整理し，どのよ
うな取り組みがどのような
成果と課題を持つかを実践
的に理解でき，教育課程編
成に取り組める。

少なくとも１つの校種の全
学年を見通した教育課程
の編成に関わって，ねらい
や課題を整理できる。

少なくとも１つの校種の全
学年を見通した教育課程
の編成に関わって，ねらい
や課題を整理し，どのよう
な取り組みがどのような成
果と課題を持つかを知って
いる。

少なくとも１つの校種の全
学年を見通した教育課程
の編成に関わって，ねらい
や課題を整理し，どのよう
な取り組みがどのような成
果と課題を持つかを知って
おり，教育課程を編成でき
る。

校種の全学年を見通した
教育課程の編成に関わっ
て，ねらいや課題を整理し，
どのような取り組みがどの
ような成果と課題を持つか
を知っており，教育課程編
成について同僚に説明でき
る。

3.2.教科・領域・特別活動

の指導に関わって自ら研究
授業でモデルが示せ，校内
の教員研修をリードできる。

教科・領域・特別活動の指
導に関わって自ら研究授業
でモデルが示せる．

教科・領域・特別活動の指
導に関わって自ら研究授業
でモデルを示し，校内の教
員研修をリードできる方法
を知っている。

教科・領域・特別活動の指
導に関わって自ら研究授業
でモデルを示し，校内の教
員研修をリードできる。

教科・領域・特別活動の指
導に関わって自ら研究授業
でモデルを示し，校内の教
員研修をリードする方法を。
同僚に説明できる。

3.3.教育実習生，新任教員

のメンター教師としてメン
ターリングができる。

教育実習生，新任教員のメ
ンター教師としてメンターリ
ングの基礎的な方法を知っ
ている。

教育実習生，新任教員のメ
ンター教師としてメンターリ
ングができる。

教育実習生，新任教員のメ
ンター教師として効果的な
メンターリングができる。

教育実習生，新任教員のメ
ンター教師として効果的な
メンターリングの方法を同
僚に説明できる。

3.4.成果をあげている実践

や研究成果などの情報を
集め，校内や校外へ情報を
発信できる。

成果をあげている実践や研
究成果などの情報を集め，
校内や校外へ情報を発信
する基礎的な方法を知って
いる。

成果をあげている実践や研
究成果などの情報を集め，
校内や校外へ情報を発信
できる。

成果をあげている実践や研
究成果などの情報を集め，
校内や校外へ情報を相手
に応じて効果的に発信でき
る。

成果をあげている実践や研
究成果などの情報を集め，
校内や校外へ情報を効果
的に発信できる方法を同僚
に説明できる。

3.5.校内及び校外における

学習の人的ネットワーク作
りをリードできる。

校内及び校外における学
習の人的ネットワークを作
る基礎的な方法を知ってい
る。

校内及び校外における学
習の人的ネットワーク作り
をリードする様々な方法を
知っている。

校内及び校外における学
習の人的ネットワーク作り
をリードできる。

校内及び校外における学
習の人的ネットワーク作り
をリードできる方法を同僚
に説明できる。

3.6.学校教育目標の達成

に向け，組織としての取組
の在り方（学校経営とも関
わって）を企画できる（参画
力）。

学校教育目標の達成に向
け，組織としての取組の在
り方（学校経営とも関わっ
て）について基礎的な知識
を獲得している．

学校教育目標の達成に向
け，組織としての取組の在
り方（学校経営とも関わっ
て）を少なくとも1事例企画

できる（参画力）。

学校教育目標の達成に向
け，組織としての取組の在
り方（学校経営とも関わっ
て）をケースに応じて企画
できる（参画力）。

学校教育目標の達成に向
け，組織としての取組の在
り方（学校経営とも関わっ
て）の企画方法を同僚に説
明できる。

3.7. 外部（保護者・地域・教

育委員会など）との連携，
折衝の方法を知っている。

外部（保護者・地域・教育委
員会など）との連携，折衝
の基礎的な方法を知ってい
る。

外部（保護者・地域・教育委
員会など）との連携，折衝
のケースに応じた方法を
知っている。

外部（保護者・地域・教育委
員会など）との連携，折衝
のケースに応じた対応がで
きる。

外部（保護者・地域・教育委
員会など）との連携，折衝
の方法について同僚に説
明できる。
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 また、左図に

示したアセスメ

ントガイドブッ

クに関わっても、

新旧の目標資質

能力の対応が分

かるように修正

を行い、移行期

の間は両方の関

係が分かるよう

にしていく工夫

をしていく準備

を進めている。 
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第２節 授業力の必要性とその評価規準 

 

１． 教育実習終了の学部生が身に付いたと考える力 

 2007（平成 19）年 10月、教職大学院でのカリキュラムフレームワークを検討していた頃、

本学教育学部における小学校の教育実習（10 月に４週間にわたって実施）を終了した学生

（３回生）38 名に実習で身に付いた力をカリキュラムフレームワークの４つの教師像（①

計画者・授業者・計画者としての教師、②教科の専門家の専門家としての教師、③カウン

セラー・コンサルタント・メンターとしての教師、④リーダー・マネージャー・コーディ

ネーターとしての教師）を構成する４つから６つの資質・能力から選んでもらうアンケー

ト調査を行った。本学の教職大学院生は、主に教員養成学部や学科から進学するのである。

とすれば、学部の教員養成課程でどれだけの力をつけているのかということを把握したい。

そのような思いがこのアンケート調査を実施するきっかけとなった。 

その結果をまとめたのが表１であって、それぞれの資質能力の最後にある数字が全体に

対する割合を示している。なお、このアンケートでは、例えば、自分は「1.1がレベル２で

ある」と思えば、その欄に○を付けるように指示したので、特定の資質の同じレベルでは

同じ割合になっている。 
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表 1 
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このアンケート調査から次のようなことがらが明らかになった。 

 第一に、50％以上の教育実習終了生がレベル２までの力をつけたと思っている資質・能

力に関して言えば、①計画者・授業者・評価者としての教師としての資質・能力にほぼ限

定されるということである。具体的には、計画者・授業者・評価者としての教師の資質・

能力の中の［1.1目指すべき理念を持ち、それを焦点化して言葉で効果的に表現できる］［1.2 

目的の達成に向けた多様な教育（授業）戦略を立てることができる］［1.3.生徒理解、生徒

の学力評価、生徒指導の多様な方法（とりわけ集団作りを中心とした生徒指導）を知って

おり、それを授業実践に組み込むことができる］などの資質・能力はレベル２までの付い

たと自己評価している。 

 第二に、50％以上の教育実習終了生が（大部分は「知っている」というレベルにとどま

る）レベル１までの力をつけたと思っている資質・能力に関して言えば、②教科の専門家

としての教師の資質能力が多く、次いで③カウンセラー・コンサルタント・メンターとし

ての教師が続くということである。①では、［教科専門と教科内容の関係について理解でき、

自分の専門とする教科の特徴についてわかりやすく他者に語ることができる。また専門と

する教科で話題とされていることを、実践で示すことができる。］［自分の専門教科と関わ

る質の高い教材、使いやすい教材の要件を知っている。教材の収集方法について知ってい

る。また質の高い教材、使いやすい教材の開発手法を知っている］［自分の専門とする教科・

領域・特別活動において小中学校の学習指導要領の目標・内容について他者に説明できる］

［校内・校外で課題提起できる研究授業ができる］、③では［カウンセリングマインドを知

り、学級において、人間関係や学習課題に関わって、生徒の相談にのる方法を知っている］

［生徒や保護者との相互理解を進めるための多様な方法を知っている］［中堅教師、同僚に

対して、同僚教師としてどのように関わるか、その役割がわかる］などができるようにな

ったとみなしている。 

 第三に、④のリーダー・マネージャー・コーディネーターとしての教師の資質・能力に

ついては、ほとんどの教育実習終了生が身につけることはできていなかったと感じている

ということである。④の資質・能力については、4.4の［成果をあげている実践や研究成果

などの情報を集める方法を知っている］のみが 50％に達した以外、どの資質・能力も身に

ついたとは思っていない。 

以上のように、学部における教育実習を終えた結果、半数以上の学生は、①の授業者・

計画者・評価者としての教師で求められる資質・能力については、「知っている」だけでな

くある程度は「できる」段階まで身に付いたとみなし、②の教科の専門家や③のカウンセ

ラーとしての資質・能力に関しても初歩的な「知っている」レベルの資質・能力は身につ

いたと自己評価しているが、④のリーダー・マネージャー・コーディネーターとしての教

師の資質・能力に至っては、ほとんど獲得できていないと学生たちはみなしていることで

ある。 

確かに、④の資質・能力の中には、校種を繋ぐカリキュラム編成や教員研修など現職教

員、しかも、恐らくリーダー的な教員に求められる資質・能力であって、教育実習生が獲

得するには程遠い資質・能力がある。つまり、学部実習は、“授業実習”と言われるように、

第一には教育方法一般、次に各教科教育の実際を学ぶ場となっており、授業を行う中で教

科専門の知識・技能を発揮したり、必要性を痛感したりしながら、授業をする対象の子ど
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もあっての教師であることも実感する過程でカウンセリングマインドに気付き、触れると

いうことであろう。 

 なお、このアンケートを 2008（平成 20）年２月に学部修了直前で教員採用試験に合格し

た４回生に実施した。彼らは、通常、４回生前期に異なる校種の学校で２週間の教育実習

を行ったが、やはり授業実習であったためであろうか、その結果は、本稿で紹介した３回

生の教育実習終了直後に実施した結果とほとんど変わりはなかった。 

 

２．教員免許があっても授業力は不十分 

 本学の教職大学院の院生は、全員いずれかの校種の教員免許状を取得して入学してくる。

そして、彼らは、入学直後に４つの教師像（①計画者・授業者としての教師、②教科の専

門家としての教師、③カウンセラーとしての教師、④リーダー・調整役としての教師（前

節の教師像の名前及び資質・能力を修正したもの）のどこかに所属し、その教師像に応じ

た資質・能力を目標に設定した授業科目を主として履修し、目指す教師像に近づくように

学びを展開するようになっている。 

これは、現職教員院生だけでなく学部卒業生の院生（以下、「ストレートマスター」と称

す）や社会人の院生も同様であるが、私たちが事前に予想したように、ストレートマスタ

ーは、④のリーダー・調整役としての教師像を選択することはなかった。ただし、予想外

であったのは、これまで２年間のストレートマスターの入学当初の教師像選択傾向として

①の計画者・授業者としての教師は比較的尐なく、②教科の専門家としての教師がもっと

も多く、次いで③カウンセラーとしての教師が多いということである。現代の教育問題と

なり、マスコミや出版界でもクローズアップされているいじめや不登校、問題行動などへ

の問題関心の高まりを受けた結果であるように思われる。 

ただし、私たちの教職大学院の③カウンセラーとしての教師像の教員たちは、カウンセ

ラーを養成する心理学研究科や講座ではなく、普通学級を担当する教師を対象に、カウン

セリングマインドを獲得するために授業を行い、教育実習（本学では「学校実践」と称す）

に関わっているのである。それは、他の教師像でも同様であって、特別支援教育に携わる

教員や ICT教育の専門家を輩出することが目的なのではなく、現代における様々な教育課

題に適切に対応し対処できるような資質・能力を備えた（主に小学校から中学校の）教員

を養成することが目的なのである。 

しかも、単に物事を「知っている」だけではなく教職大学院で義務付けられた学校実践

ⅠからⅣまでの中で「実践できる」ようになることを院生に求めている。それぞれの授業

科目では、カリキュラムフレームワークから３つ程度の資質・能力を抽出し、シラバスに

位置付けるようにしている。ただし、学校実践と称する教育実習では、そのような３つの

資質・能力に限定されずに複数の教師像にまたがって、さらには複合した力の発揮が求め

られ、評価されることも珍しくない。したがって、学校実践では、カリキュラムフレーム

ワークに記した資質・能力とは別に評価規準なり、ルーブリックを設定する必要があると

いう思いが教職大学院設立当初からあった。 

しかし、複合的統合的な学びが展開される学校実践であるがゆえにそのような評価の規

準づくりの難しさは容易に予想されよう。とりわけ、私たちが学部における教育実習生の

資質・能力に関する次のような状況を振り返ってみると、より一層の困難性があるように
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思われた。 

第一に、教育実習生には教育実習における授業評価表を事前に渡しているものの、授業

評価表に記された項目は中堅教員でさえ達成できないものも多くあって、到達目標として

よりむしろ単なる目指すべき方向目標でしかないことを実感していたからである。第二に、

すでに前節に述べたカリキュラムフレームワークにおける資質・能力に関する学部実習終

了者向け調査で明らかになったように、授業に関する資質・能力さえ低いレベルしか獲得

できていないし、教員として求められている教科指導や生徒（生活）指導、保護者対応や

地域との連携などの資質・能力のうちほんの一部しか身につけることができていないこと

を実習生自身も認めているということが明らかになっていたからである。第三に、カリキ

ュラムフレームワークの精神は、単に授業における目標の位置づけだけではなくその目標

を達成したことを根拠資料(エビデンス)を添えて裏付けることが必要不可欠であるが、学校

実践という教育実習の中でどの根拠資料をどのようにして揃えるのかという難問に直面し

ていたからである。 

 したがって、私たちの教職大学院の教育実習、つまり、学校実践では、「基本的には」何

を評価するのかということをあまり特定しないで、院生の学びを通して評価規準を抽出す

るという方法を取ることとした。 

 さて、2008（平成 20）年度前期、最初の教育実習である「学校実践Ⅰ」は小学校、「学校

実践Ⅱ」は中学校の連携協力校において５月から６月にかけて週１日、朝から夕方まで訪

問し、そこでの授業を主に参観することを中心に実施された。これは、大学院修士課程の

ように、特定の授業を参観して、データを取って、帰るという方式ではなく、私たち専任

教員も全員、この実習期間中、ストレートマスターと行動をともにし、指導助言を行うと

ともに、たとえストレートマスターが特定の教科の授業を参観した場合でも、同じ学級の

別の教科の授業も参観して、子どもによっては異なる動きや学びがあることに気付き、そ

の背景的情報まで視野に入れて、子どもたちの学び全体の捉え方を深めるために、私たち

教職大学院教員だけでなく連携協力校の関係教員も加わって、ストレートマスターがその

都度、授業検討会を実施した。 

 しかも、教職大学院教員は、「学校実践Ⅰ」と「学校実践Ⅱ」の実施期間中に教職大学院

ではフィールドベースの演習４科目（「アクションリサーチ」「ポートフォリオ」「授業省察」

「ケーススタディ」）を必修科目として履修させ、可能な限り教育実習で見聞きした事柄と

関連付けた指導をするようにした。このように連携協力校では実践を教職大学院では理論

を授け、理論と実践の往還を図ろうとしたのである。 

実際、ストレートマスターは、授業検討会において積極的に発言し、具体的な改善案の

提案も行った。確かに、私自身、ストレートマスターは、このような学校実践Ⅰと学校実

践Ⅱでは自分たちによる授業実践を課さないために、教育実践に対する批判眼ばかりが身

について困るのではないかとも危惧したが、異なる校種を参観し、私たち教職大学院の教

員だけでなく連携協力校の教員も交えて、しかも、授業検討会の準備も教員側での指導も

入れながら丹念に行った結果、彼らの質問の仕方等にも工夫が多々見られたので、それな

りの教育効果はあったように思われた。 

そして、１年次後期、10月の一カ月間、「学校実践Ⅲ」の教育実習が実施された。ここで

は、取得した教員免許に沿ってストレートマスターを連携協力校に割り当て、授業実習だ
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けでなく学校で起こる諸問題に対する教員の組織的対応を学ぶことを目的とした。私たち

も週最低１日は、連携協力校を分担して訪問し、指導助言に当たった。多くの連携協力校

では、最初の１週間目は、ストレートマスターに授業参観や校内の観察を課していたが、

その後、随時、授業を担当するようにさせ、校内の担当教員もその模様を参観するだけで

なく事後に適宜指導をしていただき、教職大学院教員がその場に加わることもあった。 

 ところが、ストレートマスターの授業をする力（以下「授業力」を称す）が私たちの予

想を遙かに超えて低い現状を目の当たりにすることとなった。実は、年度当初にフィール

ドベースの演習科目「ポートフォリオ」の授業で院生を子ども役にした模擬授業をストレ

ートマスターにやってもらっていたので、彼らの授業力はある程度は把握していたつもり

であった。だから、「学校実践Ⅰ」や「学校実践Ⅱ」で見せた鋭い指摘に対しても、自分が

やるという思いを絶えず携えて、発言するようにさせてきた。とは言え、「学校実践Ⅲ」の

連携協力校の先生方や担当割り当てとなった教職大学院教員から出されるストレートマス

ターの授業力は、とてもカリキュラムフレームワークのレベル１でさえ満たしえないもの

であった。 

 このような現実に直面し、私たちが取った方策は、第一に、次年度のストレートマスタ

ー１回生に対しては、より充実した「授業力ベーシック評価」ともいうべき時間を数時間

設けること、第二に、今のストレートマスター１回生に対しては、学校実践Ⅲ終了後の検

討会において身に付いた力を確認させるとともに、後期の中で授業力を鍛えるためのワー

クショップを何度も開催するということであった。 

 以上述べたように、本学の教職大学院の教育実習では、学部の教育実習とは異なり、教

員が絶えず連携協力校を訪問し、実習生にその都度、指導助言を行ってきた。しかも、教

職大学院は、専門職大学院であり、学習結果を確かなものとするために、カリキュラムフ

レームワークを導入することに伴って、院生が身に付いた力を裏付ける根拠資料（エビデ

ンス）を集め、ポートフォリオとして残すという思想が浸透してきた。そのような中で、

ストレートマスターの授業力の欠如ということが顕在化し、実際、教員採用試験では、模

擬授業を課している県も尐なくないので、彼らの授業力向上が教職大学院教員間の共通課

題となり、そのために授業力の評価規準を明らかにする必要性が生まれたのである。 

 

３．授業力の評価規準 

 「授業力」とは、学校の教員たちが草の根的に使ってきた言葉であるが、最近では、下

図のように、教育委員会でも「授業力」が取り上げられ、「教員の資質・能力のうち特に実

際の授業の場面において具体的に発揮されるもの」と定義し、重要視するようになってき

た(1)。裏返して言えば、現代の教師は、学級で授業を成立させることに困難な状況にあり、 

授業をする力が求められているということであろう。 
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 上図が示すように、授業をする力とは、単に学習指導案を作って、実際に授業をすれば

よいというものではない。「教材解釈・教材開発」をして、「指導と評価の計画の作成・改

善」を行い、「指導技術（授業展開）」を発揮すればよいのではなく、それを支える統率力、

使命感・熱意・感性、児童・生徒理解があって、さらには家庭や学校や社会、地域の教育

力があるということである。 

 確かに、このような関係にあることはイメージとしては分かるが、これを私たち教職大

学院におけるストレートマスターを対象とする教育実習で使うことはできない。それは、

「授業力とは何か」ということに関するイメージ図に過ぎないのであって、授業力の評価

や改善のためのフィードバック情報としては役立たないからである。 

 教育実習での出来不出来や教員採用試験の合否を見ると、このようなイメージ図をさら

に支える基盤として「社会人基礎力」で示すような力（①前に踏み出す力［主体性、働き

かけ力、実行力］、②考え抜く力［課題発見力、計画力、創造力］、③チームワークで働く

力［発信力、傾聴力、柔軟性、情報把握力、規律性、ストレスコントロール力］）(2)が必要

ではないかという声が上がり、本学の教職大学院内でも話題となったが、それを教育実習

で育成するにはあまりにも漠然としすぎている。 
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 それで私たちが行ったのは、次章第１節で述べるように、2009（平成 21）年度から「授

業力ベーシック評価」という全員必修の時間を設けて、そこで授業評価表を与えて、大学

院生を子ども役にした模擬授業をさせて、ストレートマスターが自分自身の授業力を確認

し、強み弱みも認識しながら、弱みを補強するための文献読破などの指導を受けることで

あった。これは、2010（平成 22）年度から１単位の授業科目として開講する予定であるが、

やはり模擬授業である。本当の授業力は、連携協力校の本物の子どもたち一人ひとりの子

どもを理解し、彼らを相手に授業をしなければ身につくものではない。もっと厳密にいえ

ば、先輩教員や教職大学院教員の指導や支援もほとんどなく一人で授業をデザインし、授

業を行い、何とかやっていけるようになること、そのような授業力を教職大学院の修了時

までに身につけることが求められているように思う。 

 学部卒後すぐに教職に就いた２年目の若手教員と教職大学院２カ年を修了し、教員にな

った初任者教員とを比べた場合、教育技術の面では学部卒２年目の教員のほうが恐らく優

れているであろう。しかし、教職大学院卒初任者教員は、視野の広さや問題対応力やリー

ダーシップを取る点では、学部卒２年目教員を凌いでいるようであって欲しい。もちろん、

学部卒や大学院修士課程卒ですぐに教員になった初任教員より授業力でも一味違う教員に

なって欲しい。そのような教職大学院のストレートマスター修了者像を思い描けば、教職

大学院在学中における彼らの授業力育成が必要であることは誰しも否定することはできな

い。とすれば、どのような授業力をどの段階の教育実習（本学の場合には、学校実践Ⅰか

ら学校実践Ⅳまで）で身につけるようにさせるのかということを明らかにしなければなら

ない。 

 では、どのように教職大学院生に育てたい授業力を明らかにすべきであろうか。この問

題に対して、一つには、どこかの大学や教育委員会等で設定している授業力の評価規準を

検討して、それを参考にして本学の教職大学院なりの授業力の規準を創るというアプロー

チがある。確かに、そのような事例を探して、検討したが、実際に活用されて、再三の修

正を重ねて実際に使えるようなものではなく、前述の学部の教育実習における授業評価表

のように、「このようにあって欲しい」という方向目標でしかないのである。それでは、教

職大学院の教育実習における到達規準としては使うことができない。 

 それで、私たちは、もう一つのアプローチ、つまり、本学の教職大学院における４月当

初の導入科目「授業力ベーシック評価」から、５月及び６月に週一日ずつ展開される「学

校実践Ⅰ」と「学校実践Ⅱ」、そして 10月の１カ月間にわたって行われる「学校実践Ⅲ」

までのストレートマスターの学びを蓄積し、身に付けた力を取りまとめ、私たちが「どう

してもこれだけの力は付けて欲しい」という規準も僅かに組み込みながら、１年次終了時

までの授業力の到達規準を集約することとした。 

 次頁の表は、そのようにして私たちが創り上げた教職大学院の教育実習でストレートマ

スターに身につけさせたい授業力の評価規準である。もちろん、これを参考にして、現職

教員院生の教育実習免除審査を行うことにもなろう。繰り返すが、この授業力の評価規準

は、私たちが机上で思い描いたものではなく、小学校なり、中学校や高等学校の教員免許

を持ったストレートマスターが教職大学院在学中に獲得できる、または、連携協力校や教

職大学院の教員の支援によって何とか獲得可能であると思われるものである。 
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４．初任者研修者が獲得した資質・能力 

 2008（平成 20）年度と 2009（平成 21）年度の２年間にわたって奈良県と宮崎県の新任教

員に研修最終回（奈良県は 2010年 1月 5日、宮崎県は 2010年 2月 19日）に「初任者研修

対象者の到達度や悩みに関するアンケート」を実施したところ、いずれの年度の調査でも、

新任教員は、それまでの１年間の間に「授業をする力がついた」と感じるとともに、これ

からも「授業をする力をつけたい」と思っていることが明らかになった。その次に彼らが

付けたい力は、子どもとの人間関係や学級をまとめる力などである。とすれば、初任者研

修の間もその後も、若手教員は、教材解釈や授業技術や指導と評価の計画など授業に直接

関係する力だけでなく子ども理解や子どもとの人間関係を介して授業をする力、つまり「授

業力」が必要であると感じていると言ってよいだろう。詳しくは、本報告書の巻末にある

調査結果を参照されたい。また、初任者研修の結果に対する幾つかの調査研究によっても

授業力育成の必要性と重要性が明らかにされている(3)。例えば、広島県立教育センター指導

主事の安松洋佳氏と松本徹氏たちは、「初任者研修プログラムの改善に関する研究」を発表

しているが、そこで引き出された結論の一つは、下図に示すように、小学校教員は、１年

目終了時点では、「授業力・指導技術」「学級経営力・指導技術」が一番身に付いたと感じ

ており、さらには「研修への意欲」や「児童理解・児童観」が、「教科等の専門的知識・教

養」や「チーム対応の力」「教師観、教育観、教師としての自覚」はまだまだ不十分である

と言う。 

         

しかし、２年目の教員の意識・行動を調査したところ、34.5％の教員が「授業力、指導

の技術」を身に付けたいと願っているというのである。 

 兵庫県の公立の小学校、中学校、特別支援学校の初任者のアンケートでも、4月初めの関

心事は、「板書の工夫」「ノートのとらせ方」が 50％超であったが、半年以上経つと、「ノー

トのとらせ方」の割合は低下するものの、「発問の仕方」や「個に応じた学習の進め方」は、

56％であり、授業力を鍛えることへの思いが強いと言う。また、生徒指導面でも「児童生

徒のほめ方・叱り方」が４月当初は 56％で、半年後でも 51％と高止まりしている。このよ

うに生徒指導を背景にした教科指導力を付けることが初任者教員の切実な必要性となって

いるのである。 

 当初、私たちは、教職大学院における教育実習は、学部実習のように教師の動きに注目

して何とか授業が成立するようにするだけではなく、子ども一人ひとりの学びにも目を向
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けるところに特徴を見出そうと考えた。そのためにアメリカのノースカロライナ大学医学

部の All Kinds of Minds の理論と指導の在り方にも注目していた。しかし、現実の教職大

学院のストレートマスターの教育実習の模様を実地に見て、指導していくと、教師として

の基礎基本をしっかり習得することから始めなければならないことが明らかになった。コ

ネチカット州の試補教員に対する指導のための BEST プログラムにも学ぼうとしたが、教

職大学院は、教育実習 10単位以上を課すとは言え、試補教員のように常に学校にいて、教

育実践を行っているという状況ではない。とすれば、もっと低いレベルから出発しなけれ

ばならないのは当然のことであろう。 

 もしも分かりやすいよい授業ができたとしても、その実習生は、時間的余裕があって、

事前に学級の子どもにアンケートを実施して、何が分かっていて、分かっていないか、興

味関心は何かということを確認したうえで、つまり準備万端で授業に臨んだため、うまく

いったということもあろう。 

そこで、子どものノートや作品を並べて、「子どもの興味関心を失わないような授業がで 

きた」と言い切れるだろ 

うか。実際に教員になれ 

ば、一日に何コマも授業 

を行わなければならない。 

校務分掌も割り当てられ 

る。保護者対応もあろう。 

とすれば、教育実習生の 

頃のように万全の準備を 

して特定の授業に備える 

ような余裕はない。にも 

かかわらず、毎時間、子 

どもに興味付けをしなが 

ら、学級を統率し、何と 

かクレームの出ない程度 

には授業をするように努 

めなければならない。そ 

のような環境の中でも、 

何とか一定程度の授業が 

できてこそ、「子どもの興 

味関心を湧き立たせる」 

力がついたと言えるので 

はないだろうか。 

“急がば回れ”である。 

教師は、初めて教壇に立った時に教師になるのではない。教師は、教師になっていく存在

である。とすれば、上図のように、教師のライフサイクルを見据えながら、教職大学院の 

ストレートマスターも、自分の置かれた立場や状況の中でやるべき仕事をしっかりこなす

ことが第一の仕事であろう。あれこれ知識ばかりを詰め込んでいるが、実践的指導力のな
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い若手教員は、学校内でも評価されることはないのではないだろうか。教職 10 年以上の中

堅教員には、後輩を育てるという特有の仕事を行うことが期待されているように、初任者

の教員には、ここにいう初任や 5 年目までのような力量形成が求められているのである。 

 

 

 

 

 

                                                 
〈注〉 

(1)東京都教育委員会「『授業力』の定義(案)」http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ 

buka/shidou/jugyouryoku/shiryou.pdf （平成 22 年 2 月 7 日 確認） 

(2)社会人基礎力に関する研究会「中間まとめ（概要版）」平成 18 年 2 月、http://www.meti. 

go.jp/20060208001/20060208001.html.(平成 22 年 2月 9 日確認) 

(3)安藤輝次「初任者教員と優秀教員の資質・能力に関する研究」奈良教育大学紀要 第 58巻 第

1 号、2009 年、pp.149-153 

 


